
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第２０号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年２月１６日（土） ２３時２０分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市能古島
の こ のし ま

南西岸 

福岡市所在の唐泊
からどまり

港第１防波堤灯台から真方位１２０.５°３.９

海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°３６.５′ 東経１３０°１７.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーモーターボート  秋月
あきづき

Ⅱ、５トン未満（長さ５.２２ｍ） 

 ２９２－３５７３２福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼に欠損 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２５年２月１６日２２時ご

ろ、福岡市名柄
な が ら

川河口の係留地を出港し、係留地の北西方約５Ｍに位

置する福岡市唐泊
からとまり

漁港に向けて航行していた。 

  本船は、和船型で船外機を動力とし、船外機のレバーとスロットル

により、操船を行うものであり、マグネットコンパスやＧＰＳプロッ

ターなどの航海計器はなかった。 

  船長は、本船の船尾付近に右舷方を向いて座り、右手で船外機のレ

バーを握って顔を船首方に向けた状態で操船を行い、目視のみで街明

かりなどを頼りにしながら、唐泊漁港に向かう大体の方向を目指して

北西進し、近くに迫っている島が能古島だと思っていたところ、２３

時２０分ごろ、本船が、能古島南西岸の浅所に乗り揚げて船外機が停

止した。 

  船長は、船外機の始動を幾度か試みたが、始動することができなか

ったため、自力離礁を断念し、携帯電話で１１８番に事故の発生を通

報するとともに、救助を要請した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風  なし、視界  良好 

海象：波高  約１ｍ、潮汐  上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

  本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.７ｍであった。 

  本船は、法定灯火設備を備えておらず、船長は、本船の船舶検査証

書のその他の航行条件欄に日没から日出までの間の航行を禁止する旨

が記載されていることを知らなかった。 



 

  船長は、平成２５年２月１４日に本船を購入したのち、本事故発生

までに２～３回本船を運航した以外には、小型船を操船した経験がな

かった。 

  船長は、海図等を使用した航行予定海域の水路状況の確認を行って

いなかった。 

  船長は、救命胴衣を着用しておらず、本船に備え付けてもいなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、福岡市沖を北西進中、船長が、名柄川河口から唐泊漁港に

至る航行予定海域の水路状況を把握せず、目視のみで街の灯火を頼り

に航行したことから、能古島に接近していることに気付かず、能古島

南西岸の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、福岡市沖を北西進中、船長が、航行予定

海域の水路状況を把握せず、目視のみで街の灯火を頼りに航行したた

め、能古島南西岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・法定備品を備え、また、船舶検査証書に示された航行上の条件欄

を読み、記載された条件を遵守すること。 

・海図等を使用して事前に航行予定海域における水路状況の調査を

十分に行うこと。 

・知識と経験に応じた運航に徹することが望ましい。 

 


